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第１３号議案 

 

教育委員会事務局の人事異動について 

 

教育委員会事務局の人事異動について、臼杵市教育長に対する事務委任規則（平

成１７年臼杵市教育委員会規則第６号）第１条第１項第６号の規定に基づき議決を

求める。 

 

令和６年３月２８日提出 

 

臼杵市教育委員会教育長  安 東  雅 幸  

  

 

記 

 

教育委員会事務局の人事異動について 

 

令和６年３月３１日及び令和６年４月１日付けで人事異動発令を次のように行う。 

 

（異動内容別紙） 
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第１４号議案 

 

令和６年度臼杵市学校教育指導方針を定めることについて 

 

令和６年度学校教育基本方針を定めることについて、臼杵市教育長に対する事務

委任規則（平成１７年臼杵市教育委員会規則第６号）第１条第１項第１号の規定に

基づき議決を求める。 

 

令和６年３月２８日提出 

 

 

臼杵市教育委員会教育長  安 東  雅 幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由  

令和６年度臼杵市学校教育指導方針を定める必要があるため。 
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第１５号議案 

 

令和６年度臼杵市社会教育基本方針を定めることについて 

 

令和６年度社会教育基本方針を定めることについて、臼杵市教育長に対する事務

委任規則（平成１７年臼杵市教育委員会規則第６号）第１条第１項第１号の規定に

基づき議決を求める。 

 

令和６年３月２８日提出 

 

 

臼杵市教育委員会教育長 安 東  雅 幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由  

令和６年度臼杵市社会教育基本方針を定める必要があるため。 
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第１６号議案 

 

臼杵市社会教育指導員の委嘱について 

 

臼杵市社会教育指導員を委嘱することについて、臼杵市教育長に対する事務委任

規則（平成１７年臼杵市教育委員会規則第６号）第１条第１項第１６号の規定に基

づき議決を求める。 

 

令和６年３月２８日提出 

 

 

臼杵市教育委員会教育長 安 東  雅 幸 

 

臼杵市社会教育指導員規則（平成２１年臼杵市教育委員会規則第９号）第３条の

規定に基づき、下記の者に委嘱する。 

 

記 

臼杵市社会教育指導員 

  氏   名 住所 所 属 等 備 考 

１ 安藤
あんどう

 宏徳
ひろのり

 臼杵市 担当：高齢者団体・女性団体 再任 

２ 永松
ながまつ

 達也
たつ  や

 臼杵市 担当：高齢者団体・女性団体 新任 

３ 新名
 にい な

 葉子
 よう  こ

 臼杵市 担当：読書活動推進 新任 

４ 矢野
 や の

 俊幸
 としゆき

 臼杵市 担当：高齢者団体 再任 

５ 工藤
 くどう

 忍
しのぶ

 臼杵市 担当：家庭教育支援 再任 

６ 樋口
  ひぐち

 哲司
  てつし

 臼杵市 人権担当 再任 

７ 山田
 やまだ

 晃
こう

世
せい

 臼杵市 担当：総括・青少年教育 再任 
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８ 安藤
あんどう

 千佳
 ち  か

 臼杵市 担当：家庭教育支援 再任 

任期：令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

 

理 由  

臼杵市社会教育指導員の任期満了に伴い、新規に委嘱する必要があるため。 
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第１７号議案 

 

臼杵市協育コーディネーターの委嘱について 

 

臼杵市協育コーディネーターを委嘱することについて、臼杵市教育長に対する事

務委任規則（平成１７年臼杵市教育委員会規則第６号）第１条第１項第１６号の規

定に基づき議決を求める。 

 

令和６年３月２８日提出 

 

 

臼杵市教育委員会教育長 安 東  雅 幸 

 

臼杵市協育コーディネーター設置規則（平成２９年臼杵市教育委員会規則第１

号）第３条の規定に基づき、下記の者に委嘱する。 

 

記 

臼杵市協育コーディネーター 

  氏   名 住所 所 属 等 備 考 

1 安藤
あんどう

 宏徳
ひろのり

 臼杵市 学校支援（北ブロック） 再任 

2 永松
ながまつ

 達也
たつ  や

 臼杵市 学校支援（西ブロック） 新任 

3 新名
 にい な

 葉子
 よう  こ

 臼杵市 学校支援（学校図書館） 新任 

4 矢野
 や の

 俊幸
 としゆき

 臼杵市 学校支援（野津ブロック） 再任 

5 工藤
 くどう

 忍
しのぶ

 臼杵市 家庭教育支援（幼保小中など） 再任 

6 樋口
  ひぐち

 哲司
  てつし

 臼杵市 学校支援（南ブロック） 再任 
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7 山田
 やまだ

 晃
こう

世
せい

 臼杵市 学校支援（東ブロック） 再任 

8 安藤
あんどう

 千佳
 ち  か

 臼杵市 家庭教育支援（幼保小中など） 再任 

  任期：令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

 

理 由  

臼杵市協育コーディネーターの任期満了に伴い、新規に委嘱する必要があるた

め。 
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第１８号議案 

 

臼杵市部落差別解消推進・社会人権教育指導員の委嘱について 

 

臼杵市部落差別解消推進・社会人権教育指導員を委嘱することについて、臼杵市

教育長に対する事務委任規則（平成１７年臼杵市教育委員会規則第６号）第１条第

１項第１６号の規定に基づき議決を求める。 

 

令和６年３月２８日提出 

 

 

臼杵市教育委員会教育長 安 東  雅 幸 

 

臼杵市部落差別解消推進・社会人権教育指導員規則（平成２２年臼杵市教育委員

会規則第１２号）第３条の規定に基づき、下記の者に委嘱する。 

 

記 

 臼杵市部落差別解消推進・社会人権教育指導員 

  氏   名 住所 所 属 等 備 考 

1 樋口
  ひぐち

 哲司
  てつし

 臼杵市 人権担当 再任 

任期：令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

 

理 由  

臼杵市部落差別解消推進・社会人権教育指導員の任期満了に伴い、新規に委嘱

する必要があるため。 
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第１９号議案 

 

臼杵市文化財保存活用地域計画の作成について 

 

臼杵市文化財保存活用地域計画を定めることについて、臼杵市教育長に対する事

務委任規則（平成１７年臼杵市教育委員会規則第６号）第１条第１項第１号の規定

に基づき議決を求める。 

 

令和６年３月２８日提出 

臼杵市教育委員会教育長  安 東  雅 幸 

                      

記 

 

臼杵市文化財保存活用地域計画のパブリックコメント募集が終了したことにより、

別紙のとおり当該計画案を文化庁の審査に提出するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

臼杵市に点在する文化財の今後のより効果的で適切な保存と活用の均衡をはかる

目的で、文化財保護法第１８３条の３の規定により臼杵市文化財保存活用地域計画

を定めるので、同規定による文化庁の計画認定を受けるための審査に提出するため。 

－ 10 －


